
様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿 申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
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1.一般
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申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

太 郎１ １ 鈴 木
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０ ８
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

ス ズ キ グ

, ,

申 請 等 の 区 分

0 日
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0

許可 （
般

知事 特
大臣

コード
知事

国土交通大臣

０ ５ 1
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日年 月－ ）第 号 令和
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般
特
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7
国土交通大臣

　香川県　知事
許可

9 15

地方整備局長
北海道開発局長

申 請 年 月 日

請求年月日

　　　　　　㈱鈴木組　代表取締役　鈴木太郎

1 日2 年 0 5号 令和 0

20

年 月 日 年 月 日 －

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

（用紙Ａ４）

令和　    年　　　月　　　日　　　　　　　　

令和 令和

3 5 10

項 番

   香川県　　知事

大臣
知事

０ １

コード 3

3

０ ４

0

0 2 年令和 4

3

０ ２

０ ３

ミ

月 3

5

０ ６ 0

23 25

０ ９ （

3 4 5 10

3 5 10

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７ （ ）
,

（千円）

０ ２

【市町村コード】
高松市 ３７２０１
丸亀市 ３７２０２
坂出市 ３７２０３
善通寺市 ３７２０４
観音寺市 ３７２０５
さぬき市 ３７２０６
東かがわ市 ３７２０７
三豊市 ３７２０８
土庄町 ３７３２２
小豆島町 ３７３２４
三木町 ３７３４１
直島町 ３７３６４
宇多津町 ３７３８６
綾川町 ３７３８７
琴平町 ３７４０３
多度津町 ３７４０４
まんのう町 ３７４０６

高松市番町４－１－１０

審査日の日付を記入

記入しないでください。

・原則、申請日直前の事業年度終了日

略称で記入（略称のフリガナは不要）

姓と名の間は１マス空ける。

経審受審時点での許可情報を記入。前回の経審受審以降に、業種追加や廃業がある場合に注意。

「香川県」と記入

香川県知事許可業者は「３７」

許可換え等により、前回と今回の許可番号が異なる場合のみ、前回の許可番号を記入

・「経営状況分析結果通知書」の「資本金」の額

・個人事業主は記載不要

濁音・半濁音は１文字で記載

「丁目」、「番」、「号」は－（ハイフン）で記入。許可上の営業所所在地の記載と合わせる。

左詰めで記入一般：「１」特定：「２」を記入

申請する業種に「９」を記入。

「１」を記入（経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合）

１２か月ごとに決算を完結している場合「００」を記入。



審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号

3 5 10

,
0

,

項 番

0 0

’ ’

5(千円)
減 価 償 却
実 施 額

5

’ ’ ’

01
減 価 償 却
実 施 額

技 術 職 員 数 ９

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

3 5

0
,

営 業 利 益

（千円）

(千円)0 0

’

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

令和　　　年　　　月　　　日
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00

審 査 対 象 事 業 年 度

)（千円） 2 (

3 0

0

’

4
,

0 (千円)(千円) 営 業 利 益 5 0

(千円)

’

’

5 0

1

’

’

基 準 決 算

’ ’

3

’

１ ８

,

,
0

3 13

氏名

0

3

0 0 0

第　　　　　　　　号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

電話番号

3 0 0
直 前 の

審査基準日
0

= 営業利益+減価償却実施額
利益額（利払前税引前償却前利益）

’

’

0 0 0

’ ’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

0 (千円)自 己 資 本 額 １ ７
,

5

（人）

5

「経営状況分析結果通知書」の「自己資本」の額

２期平均の場合、

右欄の合計÷２（切捨て）＝ 自己資本額

別紙二「技術職員名簿」の記載人数と一致。

この欄の合計÷２（切捨て）＝【項番１８】利益額

通常、経営状況分析結果通知書最下部の「参考値」を記入。

但し、決算期の変更や連結決算を行っている場合等、「参考値」をそ

のまま使えない場合があります。

千円未満切捨て

マイナスになる場合、切捨てに注意

例） －100.5 → －101

経営状況分析を受けた登録機関の「登録番号」「名称」を記

載。

「登録番号」は経営状況分析結果通知書の右上に掲載。

申請書を作成した者を記入

行政書士が手続きを代行する場合、

行政書士の

・住所

・氏名

・電話番号

を欄外に記入し、職印を押印すること。



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）
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30 353323

審 査 対 象 事 業
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対 象 事 業 年 度
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その他   工事
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審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

３ ４

工事の種類
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3323

完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
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審査対象事業
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対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度工事

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , , ,
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1

,

審 査 対 象 事 業
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1
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,

2
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,

（千円）（千円）
業 種
コード
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３

審査対象事業
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対象事業年度
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3

0

5
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,

0 0

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0 0
, ,
5

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

土木一式工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

２ 0 1 1 0

20,000

5,000

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

（千円）

,,, , , ,
1 5 0 0
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2
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工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

3 5 7 9 13

7

6

2年

, ,

1 年

20

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

16

5 0 0

,

完 成 工 事 高 元 請 完 成 工 事 高

0 0

0

（用紙Ａ４）
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5
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完 成 工 事 高

40 45

6 10 15 40 45

40 45

,
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35

35

2,000
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2,000

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

1,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

0３ ２ 2 6 0 0
, , ,

5 0 0
,

0 0
,

20 02 0
, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

15,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

10,000

15 16 206

25,000
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

4030 35

,

453625 26

,

（千円）

20,000

0

,

,

1 0

35 36

36

,
0

25

1,000

1510

水道工事

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

３

30

２

「計算基準の区分」と期間を合致させる。

○項番31 → １枚目のみに記載

○項番33「その他」、34「合計」→ 最終ページのみに記載

この合計÷２（千円未満切捨て）

＝ 上の完成工事高

土木、とび・土工、鋼構造物の場合、内訳工事を必ず記載

（完工高が０でも記載）

決算変更届の合計額と合致。

2年平均の場合「１」

3年平均の場合「２」

上段：前期

下段：前々期

※２年平均を選択する場合、前期のみ記入

・業種コード

・工事の種類



別紙二

30 年 月 日

月 日 8 ２

8 ２

29 年

8 ２

月

28 年 月 日

27 年

8 ２

日 8 ２

２

26 年 月 日

25 年 月 日 8

24 年 月 日 8 ２

月23 年

8 ２

日 8 ２

２

22 年 月 日

21 年 月 日 8

20 年 月 日 8 ２

月19 年

8 ２

日 8 ２

２

18 年 月 日

17 年 月 日 8

16 年 月 日 8 ２

月15 年

8 ２

日 8 ２

２

14 年 月 日

13 年 月 日 8

12 年 月 日 8 ２

月11 年

8 ２

日 8 ２

２

10 年 月 日

９ 年 月 日 8

８ 年 月 日 8 ２

７ 年

8 ２

月 日 8 ２

２

６ 年 月 日

0 1５ 〇 鈴木　五朗 平成元 年 1

1 4 2

月 1 日 31 8 2 1 4 2

38 8 ２ 0 1 2４ 鈴木　四朗 昭和５６ 年 12 月 2 日

0 5 2 7 3 2月 1 日 39 8 ２

1 3 1 第987654321号

３ 鈴木　三郎 昭和５６ 年 12

1 3 1 0 5 151 8 ２ 0 1 1

第123456789号

２ 鈴木　次郎 昭和４４ 年 1 月 11 日

0 2 2 3 8 20 1 1 1 3 1月 19 日 53 8 ２１ 鈴木　太郎 昭和４２ 年 9

CPD単位
取得数

10

頁

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

3 5

10

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ５

技　術　職　員　名　簿

28

20

5

項 番 3 5

頁 数 8 １ 0 0 1

講

習

受

講

業種
コード

有資格
区分

コード

講

習

受

講

監理技術者資格者証
交付番号

0

審査基準日 令和２年１１月３０日の場合
ページ数を記入

審査基準日時点の満年齢を記載

今回の申請で新たに技術職員名簿

に記載された者に○印を記載。

次の全てに該当する場合のみ「講習受講あり」とし

て「１」と記載。

・１級国家資格者(１１１～１５４）

・監理技術者証有り

・監理技術者講習を当期事業年度開始の日直前５

年以内に受講

令和２年１１月３０日においては、

生年月日が

・昭和６０年１２月１日以前の者は満３５歳以上

・昭和６０年１２月２日以降の者は満３５歳未満

技術職員１人につき２業種まで申請可能。
（２業種の考え方）
＊２つの資格で２業種選択
例：１級土木施工管理技士（１１３）で土木一式（０１）を、２級建築士（２３８）で建築一式（０２）を申請。
＊１つの資格で２業種選択も可能
例：１級土木施工管理技士（１１３）で土木一式（０１）ととび土工（０５）の２業種を申請。

「講習受講」欄について

申請する業種について、次の①から③までの要件を全て満たす場合は「１」を、
それ以外の場合は「２」を記入。

①法第１５条第２号イに該当する者であること（＝１級国家資格者相当）
②監理技術者資格者証の交付を受けていること。
③審査基準日が監理技術者講習（法２６条の５から２６条の７に基づくもの）の有
効期間に含まれていること。

※監理技術者講習の有効期間とは…
専任の監理技術者を現場に配置可能な期間を指し、「講習を受講した日の属す
る年の翌年から起算して５年間」です。

（例）

各技術者のCPD単位取得数

審査対象年にCPD認定団体によって

取得を認定された単位数

× ３０
CPD認定団体一覧表（参考資料に掲載）

の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに

右欄に掲げる数値

※計算の結果記載する単位数は各技術者ごとに上限３

０までとし、３０を超えた場合は３０とする。

（小数点以下切り捨て）

５年間

H30.12.1
（受講日）

H31.1.1 R5.12.31
（講習の有効期間満了日）

H30.12.1～R5.12.31が加点
対象の期間

（審査基準日がこの期間に

含まれていることが必要）



別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

雇用保険加入の有無

健康保険加入の有無

厚生年金保険加入の有無

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ７ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ６ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ４

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
,

（千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ ３
,

（人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ２
,

3 5

公認会計士等の数 ６ １
,

3

監査の受審状況 ６ ０
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ９ 〔1.有、2.無 〕

3

営業停止処分の有無 ５ ８ 〔1.有、2.無 〕

令和      年     月     日 令和

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ６ 令和    年     月     日

営業年数 ５ ５

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

５ ４ 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日 年　　　　か月

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ３ 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ５ ２ 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

3

15 20

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

５ １
  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

3

（人）

3

（人） 控除対象者数
,,

技能レベル向上者数 ５ ０
,

,
CPD単位取得数 ４ ９

（人） 技能者数

3 5 9 10

（単位） 技術者数
,,

3 5 10 11 15

（人）

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ８ 〔1.該当、2.非該当 〕

(人)若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ７

(人)

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人)

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

４ ３ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 〔1.有、2.無 〕

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

その他の審査項目（社会性等）

　　　　　　　　　　　　≪行政庁記入欄≫

退職一時金制度
　□退職金共済契約
　　勤労者退職金共済機構（中退共）または
　　特定退職金共済団体（香中退共、商工会議所等）
　□労働協約（労使双方の記名押印）
　□就業規則（労働基準監督署の受付）
企業年金制度
　□厚生年金基金
　□適格退職年金契約（国税庁長官の承認）
　□確定拠出年金
　□確定給付企業年金（基金型企業年金または規約型企業年金）
法定外労災
　□（公財）建設業福祉共済団
　□（一社）建設業労災互助会
　□（一社）全国労働保険事務組合連合会
　□中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者
　□保険会社（名称：
）

項 番 3

４ １ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

４

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 〔1.有、2.無 〕

２

退職一時金制度、企業年金制度のいずれ

か一方でも導入していれば「１」を記入。

具体的に記入（組織変更、営業譲渡、

合併、法人成り、個人の代替わり等）
１年未満の月数は切り捨て。

１年に満たない場合は「０」年。

「１」・・会計監査人の設置を行っている場合。（会計監査人

が登記簿に登記されていることが必要。監査報告書にお

いて、無限定適正意見、限定付適正意見が表明された場

合に加点）

「２」・・会計参与の設置を行っている場合。（会計参与が登

記簿に登記されていることが必要。会計参与報告書が作

成されている場合に加点）

「３」・・下記の者のいずれかが経理処理の適正を確認した

旨の書類に、自らの署名を付したものを提出している場合。

（建設業に従事する職員（常勤）がいることが必要）

・公認会計士、税理士

・１級登録経理試験の合格者

「４」・・上記以外。

※審査基準日時点

会計監査人設置会社のみが記入可能。

その他の法人・個人は「０」を記入。

【若年技術職員の継続的な育成及び確保】の計算方法

若手技術職員 ２名 ÷ 技術職員数 ５名 ＝ ４０．０％ ≧ １５％⇒該当

【新規若年技術職員の育成及び確保】の計算方法

新規若年技術職員 １名 ÷ 技術職員数 ５名 ＝ ２０．０％ ≧ １％ ⇒該当

（割合は小数点第２位以下を切り捨て）

保有する建設機械の台数を記入。（記入できる台数は、１５台まで）

計上できる建設機械の詳細、確認書類については申請要領を参照。

それぞれの認証・登録を取得している場合は１を記入。

（していなければ２を記入）

※ＩＳＯ１４００１（項番６７）が１の場合、エコアクション２１（項番６５）

は２を記入すること。

満３５歳未満が対象
項番８２「技術職員名簿」に記載したCPD単

位取得数と参考様式「CPD単位を取得した技

術者名簿」に記載したCPD単位の合計

参考様式「技能者名簿」で、「レベル向上」欄に〇印が記載されている者の数を記入

項番８２「技術職員名簿」に記載した人数と参考様式「CPD単位
を取得した技術者名簿」に記載した人数の合計

参考様式「技能者名簿」

に記載された人数を記入

参考様式「技能者名簿」

で、「控除対象」欄に〇

印が記載されている者

の数を記入

【項番５１】～【項番５３】

審査基準日時点で取得している認定があれば、対応する番号を記入

令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請から評価対象（それまでの申請では空欄とすること）


